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株式会社スタートラインとの
包括連携協定の締結について
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株式会社スタートラインとの包括連携協定の締結について

「株式会社スタートライン」 × 宇都宮市で包括連携協定を締結し，
障がい者の雇用促進と様々なステークホルダー同士の交流の活性化を目指します。

この度，本市は，企業向け障がい者雇用支援サービスを提供し，豊富な障がい者支援ノウハウや
高いスキルを有する「株式会社スタートライン」と包括連携協定を締結いたします。
障がい者の重度化・高齢化や保護者の高齢化に伴う「親なき後」の問題が顕在化する中，地域共生

社会の実現に向け，今後は，事業者が独自に，交流機能を有する「障がい者雇用支援拠点（Diverse 
Village UTSUNOMIYA）」を設置し，入居企業の障がい者の雇用を促進するなど，障がい者の社会的自
立に向けた働く場の選択肢や収入の増加に寄与できるよう，連携して取り組みます。
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・企業人事担当者向け勉
強会や職場体験の開催・
運営
・市内小中学生を対象と
した社会活動・体験活動
機会の創出
・障がい者の理解促進

等
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● スタートラインが，障がい者の雇用を創出し幅広い職務を提供する「障がい者雇用支援拠点
（ Diverse Village UTSUNOMIYA ）」を開設（予定）

● Diverse Village UTSUNOMIYAには，複数の企業（概ね２０社以上を想定）が入居（予定）
● 入居企業は，スタートラインの支援を得て，管理者と障がい者社員を直接雇用（障がい者は一般就労）

⇒これらのノウハウを活
用し，協定に基づいた
下記の様々な連携事業を
実施栽培物・成果物の管理 など

従業員の雇用管理 指揮命令 業務指示

従業員との面談採用支援 入社後研修 など

常駐サポート
障がい者に配慮した

業務環境提供・拠点運営

スタートラインスタートラインの役割 企業の役割
企業

利用契約

【スタートラインと入居企業の関係】

B社

雇用

管理者

A社

勤怠チェック
業務指導

日次報告

C社

雇用 本社担当者
雇用

雇用
日次報告 日次報告

障がい者社員 障がい者社員
障がい者社員

管理者
勤怠チェック
業務指導

勤怠チェック
業務指導

障がい者雇用支援拠点（ Diverse Village UTSUNOMIYA ）

本社担当者 本社担当者

※障がい者は職務経験を積み，業務実績によっては企業本社への異動の可能性もあり



スタートライン株式会社の提供サービス
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Diverse Village UTSUNOMIYA 入居企業：障がい者の労働の場として，以下のサービスから自由に選択

●障害者雇用支援サービスサポート
付きサテライトオフィス「INCLU」

●屋内農園型障害者雇用支援サービ
ス「IBUKI」

●ロースタリー型障害者雇用支援
サービス「BYSN」

コーヒー豆の選別，焙煎，加工，
バリスタなど

ハーブや葉物野菜等の栽培，加工，
出荷業務など

各入居企業に応じた事務作業など

障がい者雇用支援の専門的な知識を有するスタートライン社員が常駐し，
就労サポートを行います。
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交流の場，イメージ
誰もが集い，交流・対話できる共創の拠点としての活用も可能

・市主催イベントの開催，市内障がい者福祉施設
の製品販売が可能
・会議室機能あり
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１ 主な取組及び効果
ア 障がい者の就労に関すること
・ Diverse Village UTSUNOMIYAを開設
・ 同施設内で市内障がい者福祉施設製品の販売・場所の提供
・ 同施設内で市内障がい者福祉施設向けに工賃向上等に関する勉強会の開催
・ 同施設内で企業人事担当者向けに障がい者雇用のための勉強会や職場体験の開催・運営
・ 市既存事業（障がい者就職ガイダンス及び就労体験会等）への連携協力
⇒ 障がい者の働き口の多様な選択肢の増加，障がい者の就労意欲促進や収入の増加
⇒  入居企業の障がい者雇用の促進とノウハウの蓄積

イ 教育に関すること
・ 市内の小中学生（特別支援学級を含む全児童・生徒）を対象とした

市既存事業（宮っこトライ，宮っ子『夢』教室，宮っ子チャレンジウィーク）への連携協力
⇒ 子どもたちの社会活動・体験活動機会の創出，交流及び共同学習の推進

● 株式会社スタートラインとの包括連携協定の内容
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１ 主な取組及び効果（続き）
ウ まちづくりに関すること
・ 同施設内に障がいの有無にかかわらず利用できるコワーキングスペースや，市・市民が無料

で利用できるイベントスペースを設置するなど，共創の拠点となる交流センターを開設
⇒ 障がい者をはじめとした市民全体の相互理解・交流の促進，共創のまちづくりの推進

⑶ 有効期間
協定締結日から令和１０年３月３１日まで
以降，連携事項の実績等を確認した上で更新
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